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議案第６号 

 

 

我孫子市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

 

我孫子市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例を次

のように制定する。 

 

 

令和７年２月２６日提出 

 

我孫子市長 星 野 順一郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   提案理由 

人事院勧告及び近隣市の状況を考慮し、フルタイム会計年度任用職員の給料

の上限額を引き上げるため提案するものです。 
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我孫子市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正する条

例  

我孫子市会計年度任用職員の給与等に関する条例（令和元年条例第８号）

の一部を次のように改正する。  

 

改正後  改正前  

（フルタイム会計年度任用職員の

給料の額）  

（フルタイム会計年度任用職員の

給料の額）  

第３条  フルタイム会計年度任用職

員の給料の額は、月額で定めるもの

とし、月額 233,300円を超えない範

囲内で、職務の内容及び職務経験に

応じ、我孫子市一般職の職員の給与

に関する条例（昭和 32年条例第６

号。以下「給与条例」という。）の

適用を受ける職員の給料月額との

権衡を考慮して規則で定める。  

第３条  フルタイム会計年度任用職

員の給料の額は、月額で定めるもの

とし、月額 206,700円を超えない範

囲内で、職務の内容及び職務経験に

応じ、我孫子市一般職の職員の給与

に関する条例（昭和 32年条例第６

号。以下「給与条例」という。）の

適用を受ける職員の給料月額との

権衡を考慮して規則で定める。  

 

附  則  

この条例は、令和７年４月１日から施行する。  

 


